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上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要 

当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。  
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・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・私設取引システムへの媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・上場有価証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理

レバレッジ型、インバース型ＥＴＦ及びＥＴＮのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN（※４）のお取引にあたっては、以下の
点にご留意ください。  

・レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同
期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続す
ることにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。

・上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない
場合があります。

・レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在す
る場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねく
ださい。

※１

※２

※３

※４

※５

「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令

で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。 

外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじ

め記載することはできません。 

なお、外国株式のお取引につきましては、別途お渡しする「外国株式取引に係るご説明」の内容をご確認ください。

裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 

「上場有価証券等」には、特定の指標（以下、「原指数」といいます。）の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出さ

れる上場投資信託（以下「ETF」といいます。）及び指数連動証券（以下、「ETN」といいます。）が含まれ、ETF 及び ETN の中

には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が

＋（プラス）１を超えるものを「レバレッジ型」といい、－（マイナス）のもの（マイナス１倍以内のものを含みます）を「イン

バース型」といいます。 

本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。

〇その他留意事項

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当

する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ（https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html）でご確認いただ

けます。

上場投資信託（ＥＴＦ）のお取引にあたって当社及び金融商品仲介業者とお客様との利益が相反する
可能性について

上場有価証券等のうち、上場投資信託のお取引に関し、以下の事項があることにより、当社及び金融商品
仲介業者とお客様との利益が相反するおそれがあります。

 

・当社は、上場投資信託を販売することにより、販売会社が配分を受ける信託報酬を受領する場合がありま
す。信託報酬の配分については上場投資信託の目論見書に記載があります。

・金融商品仲介業者は、上場投資信託の販売を仲介することにより、購入時手数料（預かり資産残高連動手
数料コースを契約されている場合は残高連動手数料）及び販売会社が配分を受ける信託報酬のうち最大で
全額を受領することがあります。これらは、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、
取引執行の取次、アフターフォロー等の対価です。詳しくは、金融商品仲介業者より説明いたします。

・金融商品仲介業者と上場投資信託の発行者または所属金融商品取引業者である当社（以下「発行者等」と
いいます。）と資本関係がある場合、金融商品仲介業者が上場投資信託の販売を仲介することで、資本関
係がある発行者等の収益となることによりグループ全体の利益となります。また、金融商品仲介業者の役
職員が発行者等の役職員を兼職するなど人的関係がある場合、金融商品仲介業者が上場投資信託の販売を
仲介することで人的関係がある発行者等の収益となります。発行者等との資本関係・人的関係がある場合
は、金融商品仲介業者より詳細を説明いたします。

・金融商品仲介業者の役職員又は特定の部署に対する業績評価上、特定の上場投資信託の販売実績が上場投
資信託を含む他の投資信託の販売実績より高く評価されることがある場合、金融商品仲介業者の営業員は
当該特定の上場投資信託を他の投資信託より優先して推奨・販売する動機が生じ得る立場にあります。営
業員に対する特別の評価がある場合は、金融商品仲介業者より詳細を説明いたします。
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https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html
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〇その他留意事項

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。

該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ（https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html）でご確認いた

だけます。
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一般社団法人資産運用業協会
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オペレーションセンター
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４

〒103-0016　東京都中央区日本橋小網町17番10号
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※投資信託の手数料等については、取扱商品毎に契約締結前に目論見書等を用いて、営業員からご説

明いたします。

なお、一部の金融商品仲介業者を利用する取引については、手数料をゼロとするコースを設けており

ます。

詳しくは、営業員にご照会ください。
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